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シンポジウム
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刑
事
法
学
の
視
点
か
ら

|
|
人
体
・
ヒ
ト
組
織
・
ヒ
ト
由
来
物
質
の
利
用
と
刑
事
規
制
を
め
ぐ
る
序
論
的
考
察

甲

斐

克

員リ

一
、
序

(
l
)
生
命
倫
理
・
医
事
法
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
近
年
、
し
ば
し
ば
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
論
者

に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
合
い
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
教
授
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
と
「
個
人
の
尊
重
」
を
区
別
さ
れ

(
l
)
 

つ
つ
、
次
の
よ
う
な
九
つ
の
命
題
を
立
て
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
手
懸
か
り
に
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
用
語
が
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
用
い

ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て
お
こ
う
。

「
①
『
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
べ
き
』
と
い
う
の
は
、
例
外
の
な
い
倫
理
学
上
、
か
つ
法
学
上
の
原
別
で
あ
る
。



②
こ
れ
に
対
し
て
、
『
個
人
を
尊
重
す
べ
き
』
と
い
う
原
則
に
は
例
外
が
あ
る

(
例
え
ば
、
『
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
』
、
日
本
国

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

憲
法
第
二
二
条
)
。

③
質
の
問
題
と
し
て
も
、
旦
一
旦
の
問
題
と
し
て
も
、
『
す
べ
て
の
人
間
は
同
じ
よ
う
に
尊
厳
を
も
っ
て
い
る
』
。

④
従
っ
て
、
「
す
べ
て
の
人
聞
は
尊
厳
を
も
っ
人
間
と
し
て
は
平
等
で
あ
る
』
。

⑤
し
か
し
、
『
す
べ
て
の
人
聞
は
個
人
と
し
て
異
な
る
の
だ
か
ら
、
個
人
と
し
て
は
平
等
で
な
い
』
。

@
『
人
間
は
人
間
と
し
て
は
平
等
を
要
求
し
、
個
人
と
し
て
は
自
由
を
要
求
す
る
』
。

⑦
『
尊
厳
を
も
つ
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
が
、
尊
厳
を
も
た
な
い
が
尊
重
す
べ
き
も
の
は
他
に
も
沢
山
あ
る
』
(
す
べ
て
の
価
値
の
あ
る

も
の
)
。

③
『
各
個
人
の
良
心
は
、
社
会
的
に
も
法
律
的
に
も
で
き
る
限
り
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
」
。

⑨
:
:
:
『
「
人
間
の
尊
厳
」
か
ら
「
人
命
の
尊
重
」
は
引
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
逆
で
は
な
い
』
0

」

こ
れ
ら
の
九
命
題
は
、
本
題
と
の
関
係
で
示
唆
深
い
も
の
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
③
④
の
命
題
は
、
生
命
倫
理
・
医
事
法
の

(2) 

問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
犯
罪
と
刑
罰
の
問
題
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
考
え
る
場
合
に
通
底
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
生
命

倫
理
・
医
事
法
の
基
本
命
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
存
在
論
的
基
盤
を
も
っ
て
厳
と
し
て
存
在
す
る
人
間
に
生
来
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

人
体
実
験
な
ど
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
③
の
命
題
は
、
精
神
的
自
由
権
の
尊
重
と
し

て
異
論
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)
こ
れ
に
対
し
て
、
②
命
⑤
⑨
の
命
題
は
、
例
え
ば
、
自
己
決
定
権
を
無
制
限
に
尊
重
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
、
し
た
が
っ
て
生
命
倫

理
・
医
事
法
の
具
体
的
問
題
と
深
く
関
係
す
る
。
「
人
間
の
尊
厳
」
と
「
個
人
の
尊
重
」
と
は
、
あ
る
場
合
に
は
重
な
り
合
う
が
、
必
ず
し
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も
同
一
で
は
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
で
、
個
人
の
尊
重
な
い
し
自
由
の
尊
重
に
至
上
の
価
値
を
置
き
、
例
え
ば
、
医
師
に

よ
る
自
殺
暫
助
の
場
合
は
言
、
つ
に
及
、
は
ず
積
極
的
安
楽
死
で
さ
え
も
適
法
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
り
う
る
が
、
人
間
は
単
に
個
と
し
て
孤

立
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
は
、
や
は
り
生
命
処
分
に
つ
い
て
は
内
在
的
制
限
が
あ
る
と
思
わ
れ
、

(3) 

「
殺
害
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
」
や
「
自
殺
の
権
利
」
と
し
て
の
自
己
決
定
権
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
決
定
は
重
要

で
あ
る
が
、
万
能
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
積
極
的
安
楽
死
や
医
師
に
よ
る
自
殺
帯
助
は
違
法
で
あ
る
。
せ

い
ぜ
い
間
接
的
安
楽
死
や
消
極
的
安
楽
死
に
お
い
て
患
者
の
自
己
決
定
権
が
尊
重
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
の

命
題
と
の
関
係
で
は
、
輸
血
拒
否
や
尊
厳
死
問
題
に
お
け
る
延
命
拒
一
台
の
範
障
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を
(
目

E
B
』三

(4) 

官
。
)
」
と
い
う
意
味
で
、
「
自
分
ら
し
く
最
期
を
生
き
る
」
方
法
と
し
て
自
己
決
定
権
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
選
延
性
植

物
状
態
の
患
者
の
生
命
を
実
験
的
に
強
引
に
引
き
延
ば
す
行
為
は
、
形
式
的
に
み
れ
ば
「
人
命
の
尊
重
」
の
よ
う
に
み
え
て
も
「
人
間
の
尊

厳
」
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
延
命
の
強
制
は
許
さ
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
生
命
の
発
生
の
周
辺
で
も
、
例
え
ば
一
定
の
体
外
受
精
は
容
認
で
き
る
と
し
て
も
、
人
工
生
殖
の
手
段
と
し
て
体
細
胞
ク
ロ
ー

ン
技
術
を
用
い
て
で
も
子
ど
も
を
産
み
た
い
と
い
う
自
己
決
定
権
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
と
抵
触
す
る
懸
念
が
あ
り
、
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
⑦
の
命
題
は
微
妙
で
あ
り
、
動
物
の
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
広
義
の
生
命
倫
理
の
問
題
と
関
係
す
る
し
、
人
体
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
人
組
織
、
細
胞
、
(
争
い
が
あ
る
)
初
期
佐
の
扱
い
、
あ
る
い
は
死
体
の
扱
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
診
療
情
報
や
遺
伝
情
報
を

め
ぐ
る
問
題
と
も
関
係
す
る
。

(
3
)
と
こ
ろ
で
、
「
人
聞
の
尊
厳
」
と
い
え
ば
、

カ
ン
ト
の
見
解
が
想
起
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
ま
ず
、
「
汝
の
意
思
の
格
率
が
、

つ
ね
に

北法54(6・158)2170



(5) 

同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
説
き
、
さ
ら
に
、
「
汝
の
人
格
の
中
に
も
他
の
す
べ
て
の
人
の
人

格
の
中
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
汝
が
い
つ
も
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
、
決
し
て
単
に
道
具
と
し
て
の
み
用
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
ふ
う

(

6

)

(

7

)

 

に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
命
題
を
説
い
た
。
そ
こ
に
は
、
「
自
律
が
人
間
お
よ
び
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
尊
厳
の
根
拠
な
の
で
あ
る
」
、
と

い
う
人
間
観
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
わ
ば
徹
底
し
た
自
己
立
法
の
主
張
で
あ
る
が
、
決
し
て
一
個
人
だ
け
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。

確
か
に
、
「
人
聞
を
手
段
と
し
て
の
み
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
前
記
命
題
は
、
現
在
で
も
継
受
す
べ
き
重
要
命
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
自
律
的
人
間
像
」
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
生
命
倫
理
・
医
事
法
を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
危
倶
の
念
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
と
り

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

(
例
え
ば
)
遷
延
性
植
物
状
態
の
患
者
)
に
対
し
て
も
、
前
記
命
題
は
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
が
、
も
し
、

こ
れ
ら
の
人
々
が
「
自
律
的
人
間
像
」
か
ら
除
外
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
前
記
命
題
が
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

大
き
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
命
題
を
用
い
る
場
合
に
も
、
も
っ
と
詰
め
た
繊
細
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ

わ
け
意
思
決
定
能
力
の
な
い
人
々

れ
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
生
命
倫
理
・
医
事
法
の
領
域
に
お
い
て
、

い
ま
や
確
固
た
る
基
盤
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
人
間
存
在
に
と
り
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
日
常
生
活
に
内
在
す
る
具
体
性
を
持
っ
た
実
在
的
な
も

(
「
自
分
を
人
間
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
」
と
い
う
叫
び
の
源
泉
)

で
あ
り
、
決
し
て
抽
象
的
概
念
で
は
な
い
し
、
特
定
の
宗
教
的
概
念
だ

のけ
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
日
常
生
活
で
は
、
そ
の
内
容
を
言
語
化
し
に
く
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
分
だ
け
、
人
に
よ
り
理
解
が
異

な
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
実
を
具
現
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
生
命
倫
理
な
い
し
医
事
法
学
の
重
要
な
課
題
と
い

(8) 

ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
説
く
よ
う
に
、
そ
の
実
存
形
式
は
多
様
で
あ
っ
て
も
、

え
る
。
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
二
一
目
す
れ
ば
、

存
在
の
本
質
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
、
消
極
的
定
義
と
い
う
方
法
で
し
か
そ
れ
を
定
義
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
‘
以
下
、
具
体
的
問
題
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

北法54(6・159)2171
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二
、
身
体
の
法
的
地
位

(
l
)
人
体
利
用
と
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
ま
ず
、
総
論
的
問
題
と
し
て
、
現
行
法
が
人
の
「
身
体
」
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
身
体
を
法
的
に
考
察
す
ゐ
場
合
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
保
護
が
中
心
と
な
る
が
、
同
時
に

日
本
で
は
、
憲
法
上
「
身
体
」
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
位
置
づ
け
を
与
え
て

い
な
い
。
あ
る
程
度
こ
れ
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
刑
法
二
O
四
条
の
傷
害
罪
の
規
定
(
「
人
の
身
体
を
傷
害
し
た
者
は
、

そ
の
処
分
権
も
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
憲
法
と
異
な
り
、

一O
年

以
下
の
懲
役
又
は
三
O
万
円
以
下
の
罰
金
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
c
」)

で
あ
り
、
ま
た
民
法
も
、
身
体
へ
の
不
法
な
攻
撃
に
対
し
て
不
法

行
為
責
任
(
民
法
七
O
九
条
)

で
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
身
体
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
。

(2)
こ
こ
で
い
う
「
身
体
」
の
内
容
と
し
て
は
、

一
般
に
身
体
の
)
万
全
性
な
い
し
統
一
性
と
生
理
的
機
能
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い

(9) 

る
。
し
か
し
、
生
命
に
つ
い
て
は
そ
の
処
分
権
が
刑
法
二
O
二
条
の
同
意
殺
人
罪
の
規
定
で
制
限
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
身
体
の
処
分

権
に
つ
い
て
は
規
定
も
な
く
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
八
条
の
よ
う
に
公
'
ゆ
良
俗
違
反
に
よ
る
同
意
傷
害
の
制
限
規
定
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
解
釈

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
行
為
態
様
や
目
的
の
「
公
序
良
俗
違
反
」
を
根
拠
と
し
て
制
限
を
設
け
る
か
(
通
説
・
判
例
(
最
決
昭
和
五
五
年
一

一
月
二
二
日
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
)
)
、
あ
る
い
は
パ
タ
l
ナ
コ
リ
ズ
ム
を
極
力
排
し
て
「
生
命
の
危
険
性
」
を
基
準
と
し
て
制
限
を
設

け
る
か
、
争
い
が
あ
る
。
前
者
は
、
基
準
の
流
動
性
か
ら
し
て
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
も
、
基
準
と
し
て
は
大
雑
把
で
あ
る
。
身
体

の
自
己
所
有
性
、
し
た
が
っ
て
自
己
処
分
権
を
認
め
る
に
し
て
も
、
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
(
と
り
わ
け
憲
法
一
三
条
の
個
人
の
尊

の
趣
旨
か
ら
し
て
、
身
体
は
人
格
権
の
重
要
基
幹
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

重
・
幸
福
追
求
権
)

む
し
ろ
「
人
格
の
同
一
性
の
著
し
い
変
更
」
と
い
う
点
に
限
界
基
準
を
設
定
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か

(
例
え
ば
大
脳
の
重
要
部
分
の
切
除

北法54(6・160)2172



生リ)。

い
ず
れ
に
せ
よ
医
療
と
い
う
場
面
で
も
、
患
者
の
身
体
を
医
療
関
係
者
が
一
方
的
に
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
お
よ
び
自
己
決
定
権
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
デ
カ
ル
ト
的
心
身
二
元

論
」
は
妥
当
で
な
く
、
む
し
ろ
私
が
立
脚
す
る
存
在
論
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
身
体
と
意
思
は
分
離
し
え
な
い
統
一
体
と
し
て
捉
え
る
べ
き

(3)
か
く
し
て
、

「人間の尊厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

の
尊
重
」
と
「
人
聞
の
尊
厳
」
と
は
符
合
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
自
己
決
定
権
は
万
能

と
は
い
え
ず
、
「
医
療
」
と
い
う
枠
の
中
で
内
在
的
制
約
に
服
す
る
こ
と
が
あ
る
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
人
格
(
権
)

三
、
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
身
体
の
一
部
」
お
よ
び
死
体
の
法
的
地
位

(1)
問
題
は
、
臓
器
移
植
等
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
患
者
の
身
体
の
一
部
が
切
り
離
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
刑
法
上
、
生
体
で
あ
れ
ば
当

然
な
が
ら
殺
人
罪
に
よ
る
保
護
を
受
け
、
そ
の
身
体
も
、
前
述
の
よ
う
な
保
護
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
部
分
生
体
肝
移
植
の

よ
う
な
場
合
の
、
ド
ナ
ー
か
ら
摘
出
さ
れ
た
臓
器
の
一
部
は
、
そ
れ
自
体
の
生
存
力
を
ま
だ
維
持
し
て
お
り
、
し
か
も
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
生

着
す
る
予
定
の
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、
適
用
条
文
に
つ
い
て
不
明
確
さ
を
残
す
も
の
の
、
直
接
的
に
人
格
権
の
一
部
と
し
て
保
護
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
「
人
格
(
権
)
の
尊
重
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
は
符
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
脳
死
体
か
ら
摘
出
さ

れ
た
心
臓
等
の
臓
器
も
、
直
接
的
に
人
格
権
を
持
ち
出
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
基
本
的
に
同
様
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
臓
器
売
買
禁
止
の
根
拠
も
、

一
応
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
一
応
」
と
い
う
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
、

臓
器
よ
り
も
小
さ
い
身
体
の
(
切
り
離
さ
れ
た
)

一
部
や
細
胞
等
も
同
様
の
扱
い
に
な
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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い
ず
れ
の
場
合
も
、
例
え
ば
、
そ
の
臓
器
を
第
三
者
が
持
ち
逃
げ
し
た
り
破
損
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
刑
事
法
的
効
果
を
伴

う
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
民
法
上
は
、
少
な
く
と
も
不
法
行
為
(
民
法
七
O
九
条
)
が
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
刑
法
上
は
、

臓
器
が
財
物
で
な
い
以
上
、
窃
盗
罪
(
刑
法
二
三
一
五
条
)
や
器
物
損
壊
罪
(
同
二
六
一
条
)
が
成
立
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、

も
ち
ろ
ん
死
体
損
壊
罪
(
同
一
九
O
条
)
が
成
立
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
刑
法
上
、
他
に
適
用
条
文
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
人

~I::法54(6 ・ 162)2174

し
か
し
、

体
構
成
体
に
対
す
る
罪
」
と
い
っ
た
よ
う
な
新
た
な
立
法
手
当
が
必
要
で
あ
る
。

(
2
)
と
こ
ろ
が
、
死
体
に
な
れ
ば
、
刑
法
上
は
死
体
損
壊
罪
(
一
九
O
条
)
で
保
護
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
死
体
の
一
部
の
扱
い
に
つ

い
て
は
明
文
の
禁
止
規
定
が
な
い
。
刑
法
一
九
O
条
は
、
「
死
体
、
這
骨
、
遺
髪
又
は
棺
に
納
め
て
あ
る
物
を
損
壊
し
、
遺
棄
し
、
又
は
領

得
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
も
そ
も
死
亡
直
後
の
死
体
の
一
部
を
な
お
「
身
体
」
と
呼
ぶ

の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
解
釈
論
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
死
体
か
ら
腎
臓
を
勝
手
に
摘
出
す
れ
ば
、

「
損
壊
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
腎
臓
を
他
者
に
売
却
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
大
審
院
は
、
他
人
の
墳
墓
を
発
掘
し

て
(
刑
法
一
八
九
条
)
、
死
体
を
領
得
し
、
そ
の
死
体
の
肝
臓
お
よ
び
牌
臓
を
別
の
人
物
に
売
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
臓
物
故
買
罪
(
刑
法

二
五
六
条
二
項
)
の
成
立
を
認
め
た
原
審
判
断
を
破
棄
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
(
大
判
大
正
四
・
六
・
二
四
刑
録
二
一
輯
八
八
六
頁
一
た

だ
し
、
漢
字
は
一
部
現
代
表
記
と
し
た
l
筆
者
)
。
す
な
わ
ち
、
「
刑
法
第
一
九
O
条
及
第
一
九
一
条
ニ
所
謂
死
体
ト
ハ
死
者
ノ
祭
杷
若
ク
ハ

紀
念
ノ
為
メ
墳
墓
ニ
埋
葬
シ
又
ハ
埋
葬
ス
ヘ
キ
死
体
ヲ
云
ヒ
之
ヲ
損
壊
遺
棄
又
ハ
領
得
ス
ル
コ
ト
ハ
公
ノ
秩
序
及
善
良
ノ
風
俗
ニ
害
ア
ル
ヲ

以
テ
法
律
ハ
礼
拝
所
及
墳
墓
ニ
関
ス
ル
罪
ト
題
ス
ル
章
下
ニ
右
二
条
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
社
会
共
同
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
為
メ
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
死
体
ヲ
私
権
ノ
目
的
タ
ル
一
般
ノ
物
ト
同
視
シ
財
産
上
権
利
ニ
関
ス
ル
一
個
人
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル
為
メ
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ

ア
ラ
サ
レ
ハ
右
二
条
ノ
規
定
ニ
背
キ
領
得
シ
タ
ル
死
体
ハ
他
人
ノ
財
産
権
ヲ
侵
害
ス
ル
不
法
行
為
ニ
因
テ
得
タ
ル
臓
物
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得



ス
」
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
現
在
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
は
な
か
っ
た
が
、
死
体
に
つ
い
て
財
物
性
を
否
定
し
た
こ
の
判
断
は
、
現
在

(
叩
)

の
解
釈
論
か
ら
し
で
も
、
正
当
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
学
説
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
死
体
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
対
す
る
使
用
・
収
益
・
処
分
の

可
能
性
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
火
葬
後
の
残
留
骨
片
は
肥
料
等
の
原
料
と
な
り
得
る
し
、
頭
髪
は
霊
の
材
料
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
、

骨
格
標
本
(
本
物
の
人
骨
)
は
現
に
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
例
が
あ
る
し
、
古
代
人
の
骨
や
ミ
イ
ラ
等
が
考
古
資
料
と
し
て
研
究
や
展
示

「人間の尊厳Jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(1 ) 

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
死
体
解
剖
実
習
は
死
体
を
教
材
と
し
て
使
用
・
収
益
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
死
体
か
ら
の
臓

器
移
植
も
(
生
体
か
ら
も
同
一
で
あ
ろ
う
が
)
法
的
に
は
誰
か
の
所
有
権
の
客
体
と
し
て
他
人
に
譲
渡
さ
れ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
死
体
も
適
法
に
客
観
的
価
値
を
担
い
得
る
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
死

体
の
客
観
的
価
値
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
財
産
的
価
値
が
あ
る
と
認
め
得
る
な
ら
ば
、
死
体
は
常

(
日
)

に
財
産
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
財
物
と
言
え
る
死
体
と
そ
う
で
な
い
死
体
と
の
区
別
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
」
、
と
。
さ
ら

に
、
「
死
体
に
つ
い
て
は
、
生
者
の
た
め
の
使
用
・
収
益
・
処
分
が
可
能
で
あ
っ
て
も
一
般
的
に
一
般
的
に
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ

そ
、
棺
の
内
外
を
問
わ
ず
同
一
の
取
扱
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
死
体
(
の
全
部
ま
た
は
一
部
)
を
生
者
の
た

め
に
使
用
・
収
益
・
処
分
す
る
の
は
、
当
該
死
体
に
つ
い
て
例
外
的
に
埋
葬
が
放
棄
さ
れ
、
ま
た
は
留
保
さ
れ
た
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
葬
祭
対
象
と
す
る
こ
と
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
生
者
の
た
め
の
使
用
・
収
益
・
処
分
の
み
が
予
定
さ
れ
て

い
る
死
体
(
標
本
等
)
は
、
当
然
に
一
九
O
条
の
客
体
か
ら
排
除
さ
れ
、
客
観
的
価
値
の
み
を
以
っ
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

生
者
の
た
め
の
使
用
・
収
益
・
処
分
の
後
に
葬
祭
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
死
体
(
解
剖
実
習
の
た
め
の
献
体
等
)
は
、
狭
義
の
財

(
辺
)

産
犯
罪
の
客
体
で
あ
る
と
同
時
に
葬
祭
対
象
で
も
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
L

、
と
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
死
体
そ
れ
自
体
を
財
産
罪

の
客
体
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
人
体
の
商
品
化
の
突
破
口
と
な
り
う
る
懸
念
が
あ
り
、
賛
同
し
が
た
い
。
も
っ
と
も
、
最
近
起
き
た
死
体

北i去54(6・163)2175
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解
剖
保
存
法
に
関
わ
る
こ
つ
の
自
治
医
大
病
院
事
件
(
東
京
地
判
明
i

成
二
了
一
一
・
二
四
判
時
一
七
三
八
号
八
O
頁
、
東
京
地
判
平
成
一

四
・
八
・
三
O
判
時
一
七
九
七
号
六
八
頁
)
の
よ
う
な
ケ

i
ス
を
考
え
る
と
、
民
法
上
は
、
本
来
的
意
味
で
の
所
有
権
で
な
く
と
も
、
支
配

権
と
い
う
理
論
構
成
も
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
慎
重
に
検
討
し
た
い

こ
れ
に
対
し
て
、
ご
く
一
部
の
細
胞
を
採
取
し
た
場
合
、
な
お
「
損
壊
」
と
な
る
か
、
こ
れ
ま
た
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
釈
論
と

し
て
は
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
、
売
買
等
の
商
業
主
義
的
扱
い
を
禁
止
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
も

の
の
、
死
後
と
い
え
ど
も
な
お
人
格
権
の
一
部
が
残
存
す
る
と
い
う
考
え
と
、
死
者
に
対
す
る
遺
族
の
敬
慶
感
情
の
保
護
と
い
う
考
え
が
あ

北法54(6・164)2176

り
う
る
。

(
3
)
私
自
身
は
、
存
在
論
的
観
点
か
ら
、
単
な
る
敬
虞
感
情
を
超
え
て
、
死
者
な
い
し
死
体
に
も
生
者
に
準
じ
た
固
有
の
(
社
会
的
レ
ベ

ル
で
の
)
「
死
者
の
尊
厳
」
な
い
し
「
死
体
の
尊
厳
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
か
つ
て
、
伊
藤
栄
樹
・
元
検
事
総
長
は
、
『
人

は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る
』
(
一
九
八
八
年
・
新
潮
社
)
と
い
う
闘
病
記
を
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
文
字
通
り
受
け
取
っ
て
は
な
ら
い
で
あ

ろ
う
。
人
類
は
長
年
、
死
者
な
い
し
死
体
を
物
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
ま
さ
に
そ
こ
に
は
、
死
者
に
も
生
者
に
準
じ
た
固

(
日
)

有
の
(
社
会
的
レ
ベ
ル
で
の
)
「
死
者
の
尊
厳
」
な
い
し
「
死
体
の
尊
厳
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
死
体
に
は
、
そ
の

人
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
遺
伝
情
報
と
い
う
貴
重
な
代
え
難
い
も
の
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
死
者

か
ら
摘
出
し
た
臓
器
売
買
の
禁
止
の
根
拠
も
導
き
出
せ
る
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
脳
死
体
の
場
合
、
ま
だ
社
会
的
に
十
分
に
死
体

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
生
体
に
準
じ
た
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
臓
器
移
植
法
八
条

が
「
死
体
か
ら
臓
器
を
摘
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
札
意
を
失
わ
な
い
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
摘
出
臓
器
を
財
産
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は
、
法
的
に
禁
止
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
臓
器



や
は
り
本
人
の
み
が
原
則
と
し
て
表
示
で
き
る
と
解
す
る
ほ
か
な
い
(
コ
ン
ト
ラ
ク
テ
イ
ン
グ
・
イ
ン
方
式
の
堅
持
)
。

し
た
が
っ
て
、
家
族
に
臓
器
提
供
を
全
面
的
に
委
ね
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
し
て
や
、
本
人
お
よ
び
家
族
の
意
思
を
無
視
し
て
臓
器

提
供
の
意
思
は
、

摘
出
を
す
る
こ
と

(
コ
ン
ト
ラ
ク
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
方
式
)
は
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四

ヒ
ト
組
織
・
ヒ
ト
由
来
物
質
の
利
用
と
刑
事
規
制

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

(
l
)
臓
器
以
外
の
各
種
ヒ
ト
組
織
・
細
胞
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
同
様
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
は
、
徐
々
に
そ
の
「
商

(M) 

品
化
」
が
進
む
懸
念
を
抱
か
せ
る
兆
候
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
体
組
織
が
商
品
化
し
て
い
る
と
い
う
。
血
液
の
よ

う
に
身
体
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
'
身
体
の
成
分
と
な
る
も
の
で
再
生
可
能
な
も
の
と
、
血
管
の
よ
う
に
身
体
の
一
部
を
構
成
す
る

も
の
と
で
は
扱
い
が
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
身
体
の
有
効
利
用
」
と
い
う
功
利
主
義
が
医
療
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
か
、
と
い
う

点
も
含
め
て
、
「
商
品
化
」
禁
止
の
明
確
な
法
的
根
拠
お
よ
び
枠
組
み
を
呈
示
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、

病
理
解
剖
で
用
い
た
死
体
の
一
部
(
「
ヒ
ト
由
来
物
質
」
)
の
研
究
利
用
に
つ
い
て
も
、
二
疋
の
ル

l
ル
を
作
る
べ
き
で
あ
る
。
最
近
、
日
本

組
織
培
養
学
会
倫
理
問
題
検
討
委
同
葬
や
日
本
組
織
移
植
匙
去
が
相
次
い
で
ヒ
ト
組
織
な
い
し
細
胞
の
利
用
に
関
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

(
げ
)

成
し
た
こ
と
は
、
そ
の
点
で
評
価
で
き
る
が
、
今
後
そ
れ
ら
を
法
規
範
に
ま
で
高
め
る
検
討
を
す
べ
き
で
あ
る
。

(2)
そ
の
際
、
規
範
的
根
拠
は
、

(
活
)

い
ず
れ
も
「
人
間
の
尊
厳
」
に
求
め
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
0

し
か
し
、
そ
れ
は
、
人
の
生

命
そ
れ
自
体
と
か
生
体
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
身
体
と
同
等
と
は
い
か
な
い
。
き
れ
ば
と
い
っ
て
、
物
と
も
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
敢
え

て
い
え
ば
、
「
人
間
の
尊
厳
」
が
本
質
的
な
も
の
と
し
て
根
底
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
姿
を
変
え
て
存
在
態
様
と
し
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シンポジウム

て
表
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
法
解
釈
論
的
に
は
、
生
命
じ
つ
い
て
は
、
当
然
に
殺
人
罪
(
刑
法
一
九
九
条
)
の
規
定
が
直

接
「
人
間
の
尊
厳
」
を
保
護
す
べ
く
存
在
し
て
い
る
し
、
身
体
に
つ
い
て
は
、
傷
害
罪
(
刑
法
二

O
四
条
)
の
規
定
が
生
命
よ
り
も
や
や
縮

小
し
た
形
で
(
本
人
の
自
己
処
分
を
一
定
程
度
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
で
)
「
人
聞
の
尊
厳
」
を
保
護
す
べ
く
存
在
し
て
い
る
し
、
胎
児
に

つ
い
て
は
、
堕
胎
罪
(
刑
法
一
一
一
一
一
条
以
下
)
の
規
定
が
「
生
成
中
の
人
」
と
し
て
既
生
の
生
命
よ
り
や
や
縮
小
し
た
形
で
「
人
間
の
尊
厳
」

(ω) 

を
保
護
す
べ
く
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ト
受
精
匹
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
直
接
の
保
護
規
定
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
く
、
関
連
法
と
し

(
初
)

て
「
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
規
制
法
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
、
そ
の
存
在
は
、
胎
児
と
同
等
と
は
い
か
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
「
人

間
の
尊
厳
」
と
連
動
す
る
存
在
と
し
て
そ
の
保
護
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
受
精
匹
の
保
護
立
法
が
望
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
死
体
や

ヒ
ト
由
来
物
質
も
、
人
で
も
な
い
し
物
で
も
な
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
根
底
や
背
後
に
い
つ
も
「
人
間
の
尊
厳
」
が
控
え
て
存
在
す

る
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
保
護
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
た
な
保
護
体
系
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

(3)
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

ヒ
ト
組
織
・
細
胞
を
用
い
た
研
究
に
際
し
て
は
、
①
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
原
則
的
確
保
、

②
研
究
計
画
か
ら
人
類
の
福
祉
に
役
立
つ
こ
と
が
合
理
的
に
予
測
で
き
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
他
に
有
効
な
代
替
手
段
が
な
い
こ

と
、
④
重
大
な
リ
ス
ク
を
伴
わ
な
い
こ
と
、
⑤
研
究
プ
ロ
ト
コ

l
ル
の
遵
守
、
以
上
の
五
原
則
に
基
づ
く
場
合
に
か
ぎ
っ
て
こ
れ
を
許
容
し
、

逆
に
、
こ
れ
に
反
す
る
場
合
は
、
違
法
行
為
と
し
て
扱
い
、
著
し
い
濫
用
な
い
し
逸
脱
に
つ
い
て
は
、
刑
事
罰
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
考

(
幻
)

え
る
。
こ
の
点
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
大
い
に
参
考
に
な
-
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
「
再
生
容
易
な
も
の
」
と
「
再
生
困
難
な
も

の
」
と
を
分
け
る
な
ど
、
段
階
を
設
け
て
柔
軟
に
対
応
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
な
お
検
討
し
た
い
。

五
、
結

五
日
ニコ
nH
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「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

以
上
、
人
体
・
ヒ
ト
組
織
・
ヒ
ト
由
来
物
質
の
利
用
と
刑
事
規
制
に
関
し
て
、
序
論
的
考
察
を
加
え
て
き
た
。
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
細

部
に
わ
た
る
検
討
お
よ
び
具
体
的
提
言
は
、
別
途
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
辺
)

最
後
に
、
メ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
を
提
唱
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
数
年
来
私
が
提
唱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

医
療
、
と
り
わ
け
人
体
実
験
・
臨
床
試
験
・
治
療
的
実
験
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
観
点
も
加
味
し
て
、
適
正
手
続
に
よ
る
保

障
が
な
け
れ
ば
、
当
該
医
療
行
為
な
い
し
医
学
的
研
究
は
違
法
で
あ
る
、
と
す
る
法
理
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
実
験
段
階
か
ら
個
々
の
被

験
者
・
患
者
に
対
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
も
と
よ
り
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
彼
ら
に
熟
考
期
間
(
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
含

む
)
が
あ
っ
た
か
、
安
全
性
に
つ
い
て
倫
理
委
員
会
(
こ
れ
も
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
)
の
適
正
な
審
査
を
受
け
て
い
る

か
、
人
類
に
多
大
な
影
響
を
与
え
う
る
も
の

(
例
え
ば
、
先
端
医
療
技
術
の
新
規
な
も
の
や
遺
伝
子
関
係
の
も
の
)
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
情
報
公
開
を
し
(
遺
伝
子
情
報
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
超
え
る
)
、
社
会
的
合
意
・
承
認
を
得
て
い
る
か
等
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
も
欠
け
て
い
れ
ば
、
当
該
医
療
行
為
な
い
し
医
学
的
研
究
は
違
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ

た
デ

i
タ
に
基
づ
く
学
術
論
文
の
公
表
を
禁
止
し
た
り
、
そ
れ
以
後
の
公
的
研
究
費
を
凍
結
す
る
等
の
行
政
処
分
を
し
、
悪
質
な
も
の
に
つ

い
て
は
民
事
責
任
、
場
合
に
よ
っ
て
は
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
保
障
し
、

ま
た
、
専
門
家
の
責
任
を
社
会
に
対
し
て
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
科
学
技
術
・
医
療
技
術
の
進
歩
は
、
「
人
間
の
尊

厳
」
に
根
ざ
し
た
一
定
の
規
範
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
初
め
て
平
和
利
用
、
ひ
い
て
は
人
類
の
福
祉
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

注

(
l
)
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
『
人
間
の
尊
厳
と
国
家
の
権
力
』
(
一
九
九
0

・
成
文
堂
)
六
八
|
六
九
百
円
。
な
お
、
同
「
再
び
、
『
個
人
の
尊
重
』
と

『
人
間
の
尊
厳
』
は
同
じ
か
」
法
の
理
論
凶
(
二
O
O
二
)
一
O
コ
一
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
ヨ
ン
バ
ル
ト
教
授
の
見
解
を
含
め
、
「
人
間
の
尊
厳
」
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シンポジウム

に
つ
い
て
憲
法
的
観
点
か
ら
分
析
し
た
論
稿
と
し
て
、
青
柳
幸
一
「
『
個
人
の
尊
重
』
と
『
人
間
の
尊
厳
』
同
義
性
と
異
質
性
」
同
著
『
個

人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
』
(
一
九
九
六
・
尚
学
社
)
五
頁
以
下
、
同
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
尊
重
」
同
著
『
人
権
・
社
会
・
国
家
』
(
二
O

O
二
・
尚
学
社
)
六
一
頁
以
下
が
あ
り
、
生
命
倫
理
・
医
事
法
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
論
稿
と
し
て
、
甲
斐
克
則
「
『
人
間
の
尊
厳
』
と
生
命
倫

理
・
医
事
法
具
現
化
の
試
み
|
」
一
二
島
淑
臣
教
授
古
稀
祝
賀
論
集
「
自
由
と
正
義
の
法
理
念
』
(
二
O
O
三
・
成
文
堂
)
四
八
九
頁
以
下
、
同

「
生
命
倫
理
お
よ
び
医
事
法
の
原
点
と
し
て
の
被
験
者
保
護
と
『
人
間
の
尊
厳
』
」
生
命
倫
理
二
二
巻
一
号
(
二
O
O
一
二
)
七
O
頁
以
下
が
あ
る
。

そ
の
他
、
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
す
る
重
要
論
稿
と
し
て
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
教
授
古
稀
祝
賀
『
人
間
の
尊
厳
と
現
代
法
理
論
』
(
二
0
0
0
・

成
文
堂
)
第
一
部
所
収
の
各
論
稿
、
水
波
朗
「
人
間
の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
(
一
)
(
二
ご
同
書
二
二
九
頁
以
下
お
よ
び
法
の
理
論
却
(
二
0

0
0
)
一
七
頁
以
下
、
『
特
集
・
生
命
倫
理
と
人
間
の
尊
厳
』
理
想
六
六
八
号
(
二
O
O
二
)
所
収
の
各
論
稿
等
参
照
。

(
2
)
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
克
則
「
刑
事
法
と
人
権
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
四
四
号
(
二
O
O
一
二
)
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

(3)
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
克
則
『
安
楽
死
と
刑
法
t

医
事
刑
法
研
究
第
l
巻
]
』
(
二
O
O
三
・
成
文
堂
)
の
随
所
参
照
。

(
4
)
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
克
則
『
尊
厳
死
と
刑
法
医
事
刑
法
研
究
第
2
巻
]
』
(
近
刊
・
成
文
堂
)
の
陣
所
参
照
。

(
5
)
カ
ン
ト
(
波
田
野
精
一

H

宮
本
和
吉
訳
)
『
実
践
理
性
批
判
』
(
岩
波
文
庫
)
五
O
頁
。

(
6
)
カ
ン
ト
(
野
田
又
男
訳
)
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
『
中
公
・
世
界
の
名
著
詑
・
カ
ン
ト
』
(
中
央
公
論
社
)
二
七
四
頁
。

(
7
)
カ
ン
ト
・
前
出
注

(
6
)
一
一
八
一
-
|
二
八
二
頁
。

(8)
〈
包
・
〉
コ
吉
円
相
内
白
色
B
S
F
U白
目
的
n
z
E
身
ユ
z
g
G・
巴
5
2
5『
『
刊

nzznE・円。nF壱
E
Z
M
O
B
-
R
Z
Cロ
再
開
『
出

EnFロ
ロ

m
M
〉E2・

3J『
少
回
・
唱
。
同
・
ア
ル
ト
ゥ

l

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
(
甲
斐
克
則
訳
)
『
責
任
原
理
1

刑
法
的
・
法
折
口
一
子
的
研
究
l
』
(
二
G
O
O
-
九
州
大
学
出
版
会
)
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
・
前
出
注

(
3
)
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
町
野
朔
『
犯
罪
各
論
の
現
在
」
(
一
九
九
六
・
有
斐
閣
)
一
一
五
頁
参
照
。

(
日
)
原
因
保
「
死
体
等
に
対
す
る
財
産
犯
罪
の
成
否
」
福
田
平
・
大
塚
仁
博
士
古
稀
祝
賀
『
刑
事
法
学
の
総
合
的
検
討
(
下
)
』
(
一
九
九
一
二
・
有

斐
閤
)
五
二
O
五
二
一
頁
。

(
ロ
)
原
因
・
前
出
注
(
日
)
五
二
三
頁
。

(
日
)
甲
斐
克
則
「
医
事
法
的
観
点
か
ら
み
た
患
者
の
身
体
」
医
学
哲
学
・
医
学
倫
理
路
号
(
二
0
0
0
)
一
六
七
頁
以
下
参
照
。

(
H
H
)

粟
屋
剛
『
人
体
部
品
ビ
ジ
ネ
ス
|
「
臓
器
」
商
品
化
時
代
の
現
実
|
』
(
一
九
九
九
・
講
談
社
)
、

L
・
ア
ン
ド
ル
l
ズ
/
D
・
ネ
ル
キ
ン
『
人
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「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

体
市
場
商
品
化
さ
れ
る
臓
器
・
細
胞
・

D
N
A
-
』
野
田
亮
/
野
田
洋
子
訳
(
二
O
O
二
・
岩
波
書
庖
)
参
照
。

(
日
)
日
本
組
織
培
養
学
会
倫
理
問
題
検
討
委
員
会
「
非
医
療
分
野
に
お
け
る
ヒ
ト
組
織
・
細
胞
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
L

組
織
培
養
研
究
一
七
巻

四
号
(
一
九
九
八
)
一
一
七
頁
以
下
。

(
凶
)
日
本
組
織
移
植
学
会
「
ヒ
ト
組
織
を
利
用
す
る
医
療
行
為
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
(
二
O
O
二)。

(
口
)
こ
の
点
に
関
し
て
、
粟
屋
剛
『
現
代
的
人
体
所
有
権
』
研
究
序
説
』
徳
山
大
学
総
合
経
済
研
究
所
モ
ノ
グ
ラ
フ

2
(
二
O
O
二
、
同
「
人

定
資
源
化
・
商
品
化
と
現
代
的
人
体
所
有
権
」
ア
ソ
シ
エ
二
O
O
二
・
恥

9
(
二
O
O
二
)
一

O
一
頁
以
下
、
「
〈
特
集
〉
ヒ
ト
組
織
・
細
胞
の

取
扱
い
と
法
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
九
三
号
(
二
O
O
ご
掲
載
の
座
談
会
お
よ
び
諸
論
稿
、
宇
都
木
伸
「
死
体
検
査
の
際
に
採
取
さ
れ
た
ヒ
ト

由
来
物
質
|
イ
ギ
リ
ス
の
最
近
の
動
向
に
関
す
る
覚
え
書
き
|
」
東
海
法
学
二
七
号
(
二
O
O
一
一
)
一
頁
以
下
、
「
特
集
・
医
学
研
究
の
進
歩
と

法
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
四
七
号
(
二
O
O
三
)
掲
載
の
座
談
会
お
よ
び
諸
論
稿
参
照
。
な
お
、
甲
斐
克
則
「
医
事
刑
法
へ
の
旅
第
げ
講
人

体
の
利
用
と
刑
法
・
そ
の

1

身
体
、
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
身
体
の
一
部
』
お
よ
び
死
体
の
法
的
位
置
づ
け
|
」
現
代
刑
事
法
六
巻
二

号
(
二
O
O
四
)
掲
載
予
定
、
同
「
人
体
お
よ
び
ヒ
ト
組
織
等
の
利
用
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
と
刑
事
規
制
」
唄
孝
一
先
生
賀
寿
記
念
論
文
集
『
人

の
法
と
医
の
倫
理
』
(
二
O
O
四
・
信
山
社
)
掲
載
予
定
参
照
。

(
同
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
・
前
出
注

(
1
)
『
三
島
古
稀
』
五
O
五
頁
以
下
参
照
。

(
凹
)
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
・
前
出
注

(
1
)
『
三
島
古
稀
』
四
九
七
頁
以
下
お
よ
び
同
「
ヒ
ト
受
精
脹
・

E
S
細
胞
・
ヒ
ト
細
胞
の

取
扱
い
と
刑
法
|
生
命
倫
理
の
動
向
を
考
慮
し
つ
つ
|
」
現
代
刑
事
法
四
巻
一

O
号
(
二
O
O
二
)
六
O
頁
以
下
参
照
。

(
加
)
同
法
に
つ
い
て
は
、
別
途
分
析
し
た
。
甲
斐
克
則
「
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
規
制
法
に
つ
い
て
」
現
代
刑
事
法
三
巻
四
号
(
二
O
O
二

八
七
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
克
則
「
医
事
刑
法
へ
の
旅
道
草
編
・
そ
の

1

オ
ラ
ン
ダ
の
被
験
者
保
護
の
法
シ
ス
テ
ム

倫
理
委
員
会
の
在
り
方
の
模
索
へ
の
旅
」
現
代
刑
事
法
五
巻
六
号
(
二
O
O
一
一
一
)
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
甲
斐
・
前
出
注

(
l
)
『
一
一
一
島
古
稀
』
五
O
八
l
五
O
九
頁
参
照
。
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A Fundamental Consideration on the Use of Humanbody and 

Humantissue etc. and Criminal Regulation. 

Katsunori KAl * 

Abstract 

This paper aims to show the meaning and the baundary of the use of Humanbody 

and humantissue etc. from the viewpoint of criminal law. 1 think that humandignity 

underlies the problem， but humandignity doesn't coinside with respect for humanlife. 

Humandignity is essential for humanesse and yet it is realistic. ln this pap巴rfirstly 1 

argue the legal status of humanbody， secondly the legaI status of a part of humanbody 

which is separated from humanbody and corpse， and thirdly the legal status 

ofhumantissue etc.. ln Japan the time comes when the use of these should be regulated 

properly. Natunaly we must carefully consider about the way of criminal regulation. 

The progress of medicaI science must be in harmony with humanrights or 

humandignity. 
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